
・夜間や人気のない場所では一人での行動は避けましょう

・不安を感じたら相談してください

→これらの行為はすべて人権侵害であり、犯罪です

・着替えやトイレを覗かれる、盗撮される

・寝ているときに他人が布団に入ってくる、添い寝を強要される

・避難所内で、見知らぬ人からわいせつな行為を強要される

・見ないふり、知らないふりをせず助け合いましょう

・ストレスをためず、不安な気持ちも声に出しましょう

相談窓口 ※相談は無料、秘密厳守 男性からの相談も受け付けています

■性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
（特非）千葉性暴力被害支援センターちさと 043-251-8500
（公社）千葉犯罪被害者支援センター（CVS) 043-222-9977

■性犯罪被害相談電話
＃8103（ハートさん）

（発信番号を管轄する都道府県警察につながります）

避難所では、性暴力・ＤＶなどの
犯罪行為が発生するリスクが高まります

船橋市

過去の災害のときに実際に起きたことです


